
可燃性天然ガスの濃度の確認申請

都道府県知事による確認
既に温泉をくみ上げている事業者

平成20年8月から平成21年3月末までに
確認を受けることが必要

温泉にメタンが
相当量含まれている

場合

温泉にメタンが
含まれているか分からない

場合

温泉にメタンが
含まれていない

場合

温泉におけるメタン濃度を確認

可燃性天然ガスの安全対策を実施

揚湯試験やくみ上げ
時に相当量のメタン
が確認された

メタンの基準値を超
えると確認された

メタンの基準値以下
と確認された

都道府県知事による許可
既に温泉をくみ上げている事業者

平成20年10月から平成21年3月末までに
申請を行うことが必要

温泉の採取許可の申請

温泉のくみ上げが可能
既に温泉をくみ上げており，ソフト系の
対策のみ実施して許可を受けた事業者は
変更許可の申請が必要

安全対策を行わないで
温泉のくみ上げが可能

温泉施設のメタンガス調査について

　温泉法が改正され，温泉くみ上げ又はくみ上げようとする全ての事業者は，許可申請又は確認申請
が必要となりました。

測定方法

1．基本的に携帯型可燃性ガス検知器で測定します。(検知器法)
　・5.0％LEL以上の可燃性ガス(主にメタンガス)を現場で即座に計測します。
2．その他テドラバッグ―ガスクロマトグラフを用いた精密分析もできます。(精密法)
　・0.01％LEL以上のメタンガスを正確に測定します。

なお，この場合はメタンだけでなく，酸素，窒素，水素，二酸化炭素のガス組成も測定すること
ができます。(JIS K 2301：燃料ガス及び天然ガス－分析・試験方法　ガスクロマトグラフ法）

携帯型ガス検知器 ガスクロマトグラフによる分析


